
逗子市桜山 5-32-1 電話 046-873-8011 FAX 046-872-2519  info@zushi-shakyo.com 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① じゅうのう   ② じょれん  ③ てみ  答えは裏面へ 
 

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 

さくら貝 
発行:令和 8 年 2 月 1 日 

№2２5 号 

※次号は 4 月 1 日発行 

社協 HP 

はこちら 

➜ 

逗子の福祉を一歩一歩 

「災害ボランティアセンター」

社協インスタグラムはこちら➜ 

 

FOLLOW US !! 

ユーザーネーム：zushi.shakyo 

社会福祉協議会（略して社協）は、 
社会福祉法に基づき、市民の皆さまの参加と 

協力によって、福祉のまちづくりを進める 
民間の福祉団体です。 

●災害ボランティアセンターとは？ 

災害時に被災者支援のために駆けつける多くのボランテ

ィア希望者が、スムーズかつ安全に活動できるよう、住民ニ

ーズとボランティア活動の調整を行う組織です。災害が発生

した地域の社会福祉協議会が中心となり設置・運営します。  

逗子市の場合、設置場所は第一運動公園内体験学習施設

スマイル等の予定です（災害規模に応じて異なります）。 

災害ボランティアセンターは、地域特性や被災者ニーズを

考慮し、支援を必要としている被災者とボランティアとを結

びつける重要な役割を担っています。 

 

●災害ボランティアセンター設置訓練について 

毎年災害ボランティアセンター設置訓練を地域の個人ボ

ランティアやボランティア団体と協力して実施しています。 

今年度は 3月に市民交流センターで実施する予定です。

今回は「サテライト型」の災害ボランティアセンター設置訓練

を予定しています。サテライト型は、活動場所の近くなど本

部以外の拠点でセンターを設置・運営するスタイルです。 

今後も訓練を継続しながら、逗子市内で災害が起きた時

に迅速に災害ボランンティアセンターを設置・運営できるよ

う準備してまいります。 
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逗子市社会福祉協議会 
公式キャラクター「あゆむ」 

 

 

 

逗子災害ボランティアネットワーク代表の小林さん

に、震災時における災害ボランティアセンターとの

関わりや現在の活動について伺いました。 

2011年 3月 11日から 6日後、私は津波に

よって壊滅的な被害を受けた宮城県石巻市にい

ました。災害支援団体の職員として派遣された私

は、これまでに見たことのない光景を前に「でき

ることが本当にあるのだろうか…」と立ち尽くし

たのを覚えています。ただ立ち尽くしているわけ

にもいきません。すぐに仲間と調査を開始し、支

援の届かない地区へ物資を運びました。現地の

受け入れ先となった石巻市社会福祉協議会の

方々は、地理や地域事情を教え、地元と外部をつ

なぐ重要な役割を担ってくれました。私たちは社

協が運営する災害ボランティアセンターと連携

し、全国からの支援団体の協議体や行政・自衛隊

との情報共有する場を一から作り上げていきま

した。 

大規模災害の時、一組織でできることには限り

があります。また、それぞれがバラバラに動いて

は、支援を的確に届けられません。「異なる組織

がいかに情報を共有し連携して困難を乗り越え

るか」、その重要性を痛感しました。 

石巻で 5年ほど滞在しながら活動した後、ほ

どなくして家族で逗子市へ移住。現在は経験を活

かそうと思い「逗子災害ボランティアネットワー

ク」に参加しています。社協が立ち上げる災害ボ

ランティアセンターの運営サポートや防災教育な

どを行う団体です。 

一人ひとりの力は小さいかもしれませんが、そ

れが集まり地域となり、組織となり、組織同士が

繋がることで、大きな力になると信じています。 

 

近年、毎年のように各地で災害が発生して 

います。災害支援ボランティアをコーディネート

する災害ボランティアセンターの役割が、より

一層重要になっています。 

最近ニュース等で「災害ボランティア」といった言葉
を聞くことが多くなったのではないでしょうか。社会
福祉協議会はボランティアさんと一緒に被災者を支援
する役割も担っています。 

昨年度の訓練の様子 

←写真の災害ボランティアセンターにある

この備品の名称は？ 

逗子災害ボランティア 

ネットワーク 

代表 小林 深吾 さん 
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  イベント・講座・催し 

さくら貝音声版 
二次元コード 

正解は、①じゅうのうです。 

被災地では水害の泥出し作業

などで「小型のスコップ」とし

て使われています。サイズも複

数あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回さくら貝（226 号）は令和８年４月１日発行です（隔月発行） 
広報誌さくら貝は、「逗子市役所高齢介護課前社協掲示板」「福祉会館」 

その他市内公共施設でも入手できます♪ 

「さくら貝」<音声版>は逗子市社会福祉協議会ホームページにも掲載しています。 

●逗子社協ご寄付の窓口「あゆむ銀行」 
ご寄託誠にありがとうございます 
受領期間 11 月・12 月（敬称略・順不同） 
〇寄託金 13 件 248,170 円 
大西一之、池田泰子、板倉章、税理士・
行政書士橋本智志事務所、仲町橋食堂
実行委員会、チームすずらん、仲町橋
コンサート、逗子友の会、横須賀ゾン
タクラブ、匿名 4 件 
〇寄託品 5 件 
江頭剛彦、横須賀ゾンタクラブ、匿名
3 件 

令和８年度手話奉仕員養成講座 
入門課程        ＜予約制＞ 
日時：４月１日(水)～８月 26 日(水) 

    9:30～11:30(毎週水曜日・全 20 回) 
   ※祝日は除く 
場所：逗子市福祉会館 2 階 研修室 
対象：初心者で全日参加できる方、    

動画視聴できる方 
定員：18 名（先着順） 
費用：6,050 円（テキスト代・動画視聴料）  
申込：3 月 2 日～３月 19 日 

申込受付：電話または 

申込フォーム→ 
 

共催：逗子市社協/葉山町社協 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度ボランティア入門講座のご報告 
 

ボランティア入門講座は逗子市民を対象に全体講座と３つの選択講座を通して、ボランティア活動を始める
きっかけとなることを目的として実施しています。今年度は 15名が修了し、様々な場面で活躍されています。
参加者から寄せられた声を一部紹介します。 

子どもだけでなく、親を支えることも考えた。 
親にも子にも良い影響のある活動をしてみたい。 

（選択講座「学習支援とボランティア」 受講生より） 

災害と言うと大変なイメージがあったが、 
体力以外でも役立てる場が分かって良かった。 

（選択講座「災害支援とボランティア」 受講生より） 

ボランティアについての意識が変わり、人と人の繋が
りは大切と改めて感じました。出来る時に出来る事
を、という点が、仕事を持つ自分でも参加できるかも
という安心感が芽生えました。  （全体講座 受講生より） 

コーヒーが好きで、身近なものが良いと思って
参加した。ボランティアに何かしらで参加したい
と考えていたので受けて良かった。 

（選択講座「コーヒーとボランティア」 受講生より） 

 

ポールウォーキング体験会（in 葉桜） 
      ＜予約制☎872-2480＞ 
日時：２月 20 日(金)10 時～11 時半 
集合：富士見児童遊園(葉山町) / 無料 
内容：みんなで葉桜団地内の富士山が 

見えるｽﾎﾟｯﾄへ行きましょう♪ 
定員：20 名（先着順、ポール貸出可） 

     問合せ ☎873-8011 
 

認知症カフェ（おれんじカフェずし） 
         ＜予約制☎872-2480＞ 

日時：2 月 20 日(金)・3 月 27 日(金) 
14 時～16 時 

場所：逗子４丁目個人宅 / 100 円 
対象：認知症の人とそのご家族、 

認知症予防に関心のある方 
＊その他市内で開催している認知症カフェ 

についてはお問合せください。 
         
逗子家族会 ＜予約制☎872-2480＞ 
日時：2 月 13 日(金)・3 月 13 日(金) 

14 時～16 時 
場所：逗子４丁目個人宅 / 100 円 
対象：認知症の人を介護している、 

していたご家族 
    
弁護士相談  ＜予約制＞ 
日時：２月 27 日(金)・３月 27 日(金) 

14 時～16 時 
場所：福祉会館 / 無料 
対象：日常生活に不安を持つ、 

障がいのある方やご高齢の方 
 

成年後見相談 ＜予約制＞ 
日時：2 月 25 日(水)・3 月 25 日(水) 

14 時～16 時 
場所：福祉会館 / 無料 
対象：成年後見制度について知りたい方 

お 知 ら せ 

●令和 8 年度赤い羽根共同募金 
福祉活動助成金申請書配布 
市内の福祉当事者団体、福祉推進 

団体、ボランティア団体等の福祉活動
に助成金を交付します。 
○申請書配付(福祉会館・社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて) 
 ３月 2 日(月)～ 
○申請締切 ４月 24 日（金） 

●令和７年度逗子市社会福祉協議会 
の会員にご加入いただき、ありがとう 
ございました。団体会員・団体賛助 
会員にご加入いただいた団体等の情報 
は社協 HP に記載しています。 

 介護職員初任者研修修了またはヘ
ルパー２級資格をお持ちの方！ヘル
パーの仕事をしませんか？ 

ブランクがあってもご安心くださ
い。サービス提供責任者が何回でも
丁寧に同行支援します。また、週１
回・１時間からの勤務も可能です。 
 ヘルパーの仕事で得た知識や技術
は、身近な人に介護が必要になった
時にもとても役に立ちます。ご応募
お待ちしています！ 

問合せ：さくら貝サービス事業所 
☎870-5050 


